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厚生労働科学研究費補助金（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業） 

「新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業の総合的推進に関する研究」班 

研究協力報告書 

 

研究協力者 布施 晃 

 

 

【平成 27 年度の活動内容】 

知の市場・連携市民セミナーでの研究成果の公

表 

社会の幅広い領域において諸々の機関が人々の

多様な要請に応えて学習の機会を提供している社

会教育団体である「知の市場」と連携し、感染研

では 2005 年から、市民セミナーを開催している。

2015 年度は、前期に「感染症との戦いー現在問題

となっている感染症」（15 回）、後期には「感染

症対策—ワクチンを中心に」（15 回）として合計

30 回の講座を開講した。受講者（50 名）は保健医

療従事者、保健行政担当者、製薬会社、シンクタ

ンク、メディア、出版ニュース、研究者などで、

仕事上、感染症の知識・情報が必要な人たちであ

り、本研究事業の成果を紹介する対象として適当

と判断し、以下の研究者がそれぞれの担当講義の

中で紹介した。 

 

1) 研究者：松井珠乃（国立感染症研究所感染症疫

学センター室長） 

研究課題：新興・再興感染症の発生に備えた感染

症サーベイランスの強化とリスクアセスメント 

講義名：国際的な感染症危機と感染症サーベイラ

ンス 

2) 研究者：多屋馨子（国立感染症研究所感染症疫

学センター・室長） 

研究課題：日本脳炎ならびに予防接種後を含む急

性脳炎・脳症の実態・病因解明に関する研究 

講義名：感染症予防とワクチン接種（国立感染症

研究所感染症疫学センター・室長） 

3) 研究者：大石和徳（国立感染症研究所感染症疫

学センター・センター長） 

研究課題：成人の重症肺炎サーベイランス構築に

関する研究 

講義名：肺炎球菌感染症と肺炎球菌ワクチン 

 

【活動成果】 

 研究者が市民セミナーの講義のなかで研究成果

として発表した内容は、新興・再興感染症や予防

接種の政策の中で早急に対応が必要とされる課題

であり、問題解決への取り組みの紹介であったた

めに、受講生の関心は高かった。単なる座学では

ないために、活発な議論を交えた講義となり、効

果の高い広報活動となった。 

 

【セミナー等の開催概要】 

知の市場・連携市民セミナー（国立感染症研究所

戸山庁舎） 

松井珠乃 ５月１２日（火）18:30~20:30 

「国際的な感染症危機と感染症サーベイランス」 

多屋馨子 ９月１５日（火）18:30~20:30 

「感染症予防とワクチン接種」 

大石和徳 １１月２４日（火）18:30~20:30 

「肺炎球菌感染症と肺炎球菌ワクチン」 

 

【成果物（ポスター、パンフレット等）】 

感染研 知の市場・連携市民セミナー 

セミナー感染研ホームページ 開催案内 

  

http://www.nih.go.jp/niid/ja/open-campus/chinoi



 

chiba.html 

セミナー感染研ホームページ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/courses.html

セミナー感染研ホームページ

http://www.nih.go.jp/niid/images/plan/chinoichi

ba/PT211a_20152.pdf

セミナー感染研ホームページ

http://www.nih.go.jp/niid/images/plan/chinoichi

 

 

 

 

 

 

 

セミナー感染研ホームページ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/courses.html

セミナー感染研ホームページ

http://www.nih.go.jp/niid/images/plan/chinoichi

ba/PT211a_20152.pdf 

セミナー感染研ホームページ

www.nih.go.jp/niid/images/plan/chinoichi

セミナー感染研ホームページ 開催科目

http://www.nih.go.jp/niid/ja/courses.html

セミナー感染研ホームページ 前期シラバス

http://www.nih.go.jp/niid/images/plan/chinoichi

 

セミナー感染研ホームページ 

www.nih.go.jp/niid/images/plan/chinoichi

開催科目 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/courses.html 

前期シラバス 

http://www.nih.go.jp/niid/images/plan/chinoichi

 後期シラバス

www.nih.go.jp/niid/images/plan/chinoichi
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http://www.nih.go.jp/niid/images/plan/chinoichi

後期シラバス 

www.nih.go.jp/niid/images/plan/chinoichi

ba/PT211b_20153.pdf
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感染症に関する国際情報収集 

 

研究協力者 岡部 信彦 川崎市健康安全研究所 所長 

 

 

【感染症に関する国際情報収集の概要】 

用務内容：WHO 西太平洋事務局における第 24 回

EPI TAG 会議への出席 

訪問日：平成 27 年 6 月 8 日～13 日 

場所：WHO 西太平洋事務局（フィリピン・マニ

ラ） 

 

上記会議（24th Meeting of the Technical 

Advisory Group on Immunization and 

Vaccine-preventable Diseases in the Western 

Pacific Region） に WHO からの要請を受け日本

国内麻疹排除認定会議委員長および有識者として

として参加した。TAG 会議は少数名の TAG メン

バー以外は旅費負担がないため、今回は「新興・

再興感染症及び予防接種政策推進研究事業の総合

的推進に関する研究」の一環として旅費の支援を

得て参加した。会議は以下のようなプログラムで

行われ、討議に加わり、会議において意見を述べ、

日本の状況などについて説明も行った。また同時

に国内において予防接種施策の推進に関して参考

になる情報を多く得ることができた。 

1. Opening 

2. Overview/Introduction 

2.1 Global update on Global Vaccine Action Plan 

2.2 Overview of the Expanded Programme on 

Immunization in the Western Pacific Region 

2.3 Update from the Strategic Advisory Group 

of Experts (SAGE) 

3. Measles and rubella elimination 

3.1 Global update 

3.2 Regional overview 

3.3 Virologic surveillance 

3.4 Country reports on measles elimination 

3.5 Country reports on rubella elimination 

4. Hepatitis B accelerated control 

4.1 Regional overview 

4.2 Controlled temperature chain overview 

4.3 Country reports 

5. Polio eradication and Polio Endgame 

Strategy 

5.1 Global updates 

5.2 Objective 1: Poliovirus detection and 

interruption 

5.3 Objective 2: Immunization systems 

strengthening and oral polio vaccine 

withdrawal 

5.4 Objective 3: Containment and certification 

5.5 Objective 4: Legacy planning 

6. Maternal and neonatal tetanus elimination 

6.1 Regional progress towards and maintenance 

of maternal and neonatal tetanus  

elimination 

6.2 Country reports 

7. Evidence-based introduction of new vaccines 

7.1 Global and regional update on new vaccines 

7.2 Regional update: invasive bacterial 

vaccine-preventable diseases and rotavirus  

Laboratory network 

7.3 Country report 

7.4 Global and regional updates on influenza 

vaccines and vaccination 

7.5 Country report 

8. Japanese encephalitis (JE) accelerated 

control 
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8.1 Global and regional update 

8.2 JE laboratory network update 

8.3 Country reports 

9. Strengthening immunization system 

9.1 Regional update 

9.2 Global update 

10. Vaccine safety, quality and supply chain 

10.1 Regional update on vaccine safety 

10.2 Country reports 

10.3 Regional update on national regulatory 

authority 

10.4 Regional update on immunization supply 

chain 

10.5 Country reports 

11. Technical Advisory Group conclusions and 

recommendations 

12. closing 
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感染症に関する国際情報収集 

 

研究協力者 島田 智恵 国立感染症研究所感染症疫学センター 主任研究官 

 

 

【感染症に関する国際情報収集の概要】 

１．エボラエクササイズワークショップ及び

ASEAN+3 FETN 会議 

訪問日：平成 27 年 5 月 17 日～23 日 

場所：Muong Thanh Ha Long Hotel（ベトナム・

クアンニン） 

情報収集の概要： 

エボラ エクササイズ ワークショップ および、

第 6 回 FETN 運営委員会会議のホストである、ベ

トナム保健省・予防医学局局長（兼ベトナム FETP

長）の招聘に応じ、それらに出席した。ワークシ

ョップでは参加者らとエボラウイルス病の輸入例

への対応と、関係国・関係機関との情報共有など、

議題に沿った議論を行った。ワークショップ最終

日には FETN 運営委員会会議への提言を、各国か

らの参加者とともにまとめた。ASEAN+3 FETN

会議においては日本の FETP の活動内容の報告

（WHO を通じたエボラ対策支援や国内における

リスクアセスメント）を行った。 

 

２．WHO/WPRO アジア・太平洋地区新興感染症

対策専門家会議（TAG-APSED） 

訪問日：平成 27 年 7 月 20 日～24 日 

場所：（フィリピン・マニラ） 

情報収集の概要； 

WHO 西太平洋地域事務局からの求めに応じ、フ

ィリピン、マニラで 2015 年 7 月 21 日～23 日に

開催される APSED (2010) に関する Technical 

Advisory Group (TAG)会議に出席した。日本で発

生した国内感染デング熱の発生とその対応につい

て厚生労働省の担当者が発表したが、その発表内

容の準備と質疑応答の一部を担当した。また、エ

ボラ対策支援に関する特別セッションにおいては、

2014 年 10 月～11 月のシエラレオネでの疫学調査

支援活動について発表した。 
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感染症に関する国際情報収集 

 

研究協力者 駒瀬 勝啓 国立感染症研究所ウイルス第三部 室長 

 

 

【感染症に関する国際情報収集の概要】 

用務：第 13 回 Global Measles and Rubella 

Laboratory Network ミーティングへの出席 

訪問日：平成 27 年 6 月 28 日～7 月 3 日 

場所：WHO 本部（スイス・ジュネーブ） 

情報収集の概要： 

スイス、ジュネーブで開催された「第 13 回 WHO

世界麻疹、風疹実験室ネットワーク」会議に参加

し、日本の麻疹の現状を報告すると供に、海外の

サーベイランス体制の情報を収集し、また麻疹排

除にむけた検査診断に基づくサーベイランス体制

のあり方について情報収集した。 

日本は2015年3月にWHO 西太平洋事務局 地域評

価委員(WPRO RVC)によって「麻疹排除状態」にあ

る事が認定され、国内を起源とする麻疹の流行は

ない状態にある事が認められた。日本では麻疹の

診断において血清学的検査とウイルス遺伝子検査

を併用しており、これが正確な診断に有効である

だけでなく、麻疹排除の認定に必須であるウイル

スの起源の鑑別に有用であった事を示した。 

一方、世界では麻疹流行が継続している国々が

多くある。多くの国では比較的高いワクチン接種

率を公表しているが、実際のワクチン接種率は公

表されている数字よりも低い可能性が推測された。

その原因として地理的的にワクチンへのアクセス

が難しい地域がある事、社会インフラとしての戸

籍が不正確等である等の理由が考えられた。一方、

先進国においても宗教的、信条的理由によりワク

チンを拒否する集団が存在し、そこから麻疹の流

行が発生する場合が報告され、確実なワクチン接

種の重要性が認識されとともに、ワクチンの効果

を検証するために血清疫学の実施の重要性も議論

された。 

また、国内で流行するウイルスと輸入された株を

鑑別するために遺伝子検査のウエイトが大きくな

ってきている。ウイルスの鑑別を正確に行うため

に、ウイルスの全ゲノム解析の有用性、実用性が

議論された。現時点では全ゲノム解析技術を汎用

する事は困難だが、今後、世界的に麻疹が減少、

排除される時期においては有力な技術になる可能

性があり、実施できる国を中心に効果を検証して

いく事になった。 
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感染症に関する国際情報収集 

 

研究協力者 森 嘉生 国立感染症研究所ウイルス第三部 室長 

 

 

【感染症に関する国際情報収集の概要】 

用務：第 13 回 Global Measles and Rubella 

Laboratory Network ミーティングへの出席 

訪問日：平成 27 年 6 月 28 日～7 月 3 日 

場所：WHO 本部（スイス・ジュネーブ） 

情報収集の概要： 

本 会 議 に は 全 世 界 の 麻 疹 風 疹 Global 

specialized laboratory お よ び regional 

reference laboratory の代表者が参加し、世界各

国の麻疹および風疹の疫学状況、麻疹風疹の排除

認定への実験室検査の役割、麻疹および風疹検

出・診断法の改良、新規技術の開発、品質保証法

について議論が行われた。 
＜各地域の風疹流行状況について＞ 

WHO アメリカ地域においては 2015 年に風疹排

除が認定された。これは世界で最初の地域からの

排除認定である。一方で、他地域においてはワク

チン接種が未導入の国が多く存在し、サーベイラ

ンスについても不十分で実態が不明な状況である。

特に CRS サーベイランスについては不十分であ

り、サーベイランスの方法等を確立していく必要

がある。また、ワクチン接種率のデータのみでは

なく、実際の免疫保有率の調査解析も重要である

ことが議論され、調査方法の提案があった。 

＜風疹検出・診断法の改良について＞ 

様々な風疹 IgG 抗体測定キットが市場に出ている

が、同じ国際単位で値付けがされているにもかか

わらず、大きな矛盾が生じている。キットによっ

て陽性陰性が異なって判定されることがあり、大

きな問題である。解決法について議論がなされ、

キットごとに新たなカットオフ値が設定されるこ

とが望ましいとされた。そのため、真に陰性、陽

性が判明したパネル血清を使用して再解析される

ことが計画された。 

風疹遺伝子情報データバンクのデータの取扱いに

ついて、無断で使用しないことへの注意喚起があ

った。 

＜検査技術の品質管理法について＞ 

National Laboratory における IgM 検査および

PCR 検査の外部精度管理が計画された。各国の地

方研究所等に対する外部精度管理の取り組みが報

告された。 
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感染症に関する国際情報収集 

 

研究協力者 神谷 元 国立感染症研究所感染症疫学センター 主任研究官 

 

 

【感染症に関する国際情報収集の概要】 

１．The 8th TEPHINET Global SCIENTIFIC 

TEPHINET Conference お よ び TEPHINET 

FETP Director’s meeting」への出席 

訪問日：平成 27 年 9 月 5 日～13 日 

場所：TEPHINET 事務局（メキシコ・メキシコ

シティ） 

情報収集の概要： 

The 8th TEPHINET Global SCIENTIFIC 

TEPHINET Conference（メキシコシティー:9 月

6 日～9 月 11 日）に参加した。初日に行われた

FETP Director’s meeting において、世界各国の

FETPのDirectorと会議を通して各国のFETPの

状況、課題、並びに今後の展望について話し合わ

れた。 

各国とも FETP 研修生並びにその卒業生を公衆衛

生上重要な事態に対して最前線で活動する（させ

る）ことを基本線として各国の感染症対策のプラ

ンを立てていた。そのためには FETP そのものの

質の確保が必要で、米国 CDC スタッフ派遣によ

るセミナー、卒業生も対象にした再教育の場の提

供などを活発に進めていくことが確認された。ま

た、FETP の卒業生は世界で 1 万人以上おり、こ

れらをネットワークでつなぎ、世界中の感染症に

対する情報収集や早期探知、早期対応のベースに

するプランが提案された。また、上記活動を行う

ためにはしっかりとした予算とスタッフの確保が

重要不可欠であり、各国においてこれまで以上に

努力することが確認された。 

また、WPRO 地区の FETP の Director による会

議も行われ、各国の FETP の交流の活発化(スタッ

フも含め)と連携強化が確認された。具体的な手段

として他国の FETP のアウトブレイク調査に他国

のスタッフや FETP 生が加わる、複数の国や地域

をまたぐ大きなアウトブレイクを関連国の FETP

が協力して対応し、地域全体として感染症対策を

強化していくというものであった。また WPRO 地

区の特徴である Natural Disaster への対応でも

FETP 生の活用、連携が提案された。 

TEPHINET 開催中は FETP16 期生加藤博史先生

が日本の麻疹の状況について、福住宗久先生が国

内デング熱集団発生事例についてそれぞれ報告し

た。 

    

２．台湾 CDC 訪問 

訪問日：平成 28 年 2 月 1 日～4 日 

場所：Taiwan Center of Diseases Control（台湾・

台北） 

情報収集の概要； 

台湾におけるデング熱の状況 

2014-15 にかけて DENV-2 の患者数増大があっ

た。ここ数年は海外からの輸入例も増えており、

過去 2 回あったアウトブレイクよりはるかに大規

模であった。通常アジアでのデング熱のアウトブ

レイクは小児が中心であるが、台湾の場合は高齢

者が患者として多かった(はっきりとした理由は

不明)ため患者の平均年齢、致命率が高く基礎疾患

を有していたものが多かった。対策として地域の

ボランティアを募集して啓発、蚊対策の実施を行

っている。空港では発熱スクリーニング、発熱の

報告(ホットラインを通じて)を、現場では蚊のサー

ベイランス、ベクターコントロール、ガイドライ
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ンの作成やクリニックの訪問を行って医師への啓

発活動などの対応を台湾 CDC が実施中。2014-15

にかけたアウトブレイクの原因は現在調査中との

ことであった。同行した FETP 石金正裕先生が日

本のデング熱の疫学、アウトブレイク対応等を発

表した。 

台湾 FETP： 

毎年数名が採用され(今年は 25 人の応募で 3 名)、

採用されると台湾 CDC の職員として給与などを

与えられ、与えられた課題を 2～3 年で行い修了す

る。Ebola ではアフリカ、MERS では韓国などに

いち早く派遣され、情報収集など行い台湾におけ

る対策にその見地を活用していた。 

台湾CDCにおけるEmergency Operation Center

（EOC）と感染症対策： 

EOC は TaiwanCDC の中にあり、約 50 席のモニ

ター、電話の設置されたスタッフ用のデスクと

様々な情報を映し出すスクリーンが多数設置され

た大きな会議室であった。また隣接するガラス越

しの部屋には各国のメディアのニュースを映し出

す複数のスクリーンがあり、担当者がメディア、

新聞、インターネットなどよりニュースなどの情

報収集を 24 時間行っていた。また、情報を解析で

きるパソコンも設置されていた。サーベイランス

や検疫などから異常を示すデータが入ると

Taiwan CDC内にあるEpidemiology Intelligence 

Center（EIC）にまず情報が入り、そこでデータ

の評価、解析が行われ、異常事態との判断がなさ

れると Taiwan CDC Director、台湾保健省へ報告

がなされ、EOC が Activate される。Activate さ

れると様々な情報は EOC に集められ、その際に

はスタッフや FETP が動員され保健省や内部スタ

ッフの会議、メディア対応などが一斉に行われる。

また EOC での情報は検疫などとのコンピュータ

ーともつながっており、検疫も含めた一連の感染

症対応の中心的役割を果たしていた。 
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感染症に関する国際情報収集 

 

研究協力者 西條 政幸 国立感染症研究所ウイルス第一部 部長 

 

 

【感染症に関する国際情報収集の概要】 

用 務 内 容 ： Global Health Security Action 

Group-Laboratory Network への出席 

訪問日：平成 27 年 11 月 30 日～12 月 4 日 

場所：Richmond House（ロンドン・英国） 

情報収集の概要： 

第 26 回 Global Health Security Action 

Group-Laboratory Network (GHSAG-LN)に出席

した．本ネットワークは G7 国およびメキシコの

公衆衛生（特に感染症関連）の担当者が参加する

Global Health Security Initiatives 傘下の会議の

1 つである． 

第 26 回 GHSAG-LN 会議での議題は，エボラ出

血熱流行，MERS-CoV 流行，多剤耐性菌問題，バ

イオインフォマティクスや次世代シークエンシン

グの活用のあり方，温暖化と GHSAG-LN の役割，

バイオテロ対応のあり方，今後の課題であった．

第 26 回 GHSAG-LN 会議でおいては，西アフリカ

におけるエボラ出血熱流行に対して各国がどのよ

うに対応したか，その教訓，問題点等が議論され

た．特にカナダと英国のエボラ大規模流行に対す

る対応について紹介された．診断目的で採取され

たサンプルの取扱，所有権問題，研究に使用する

上での手続きのあり方，保管において，英国とカ

ナダで若干異なる対応がとられていることが報告

された． 

日本の西アフリカにおけるエボラ出血熱流行に

対する対応について紹介した．また，国立感染症

研究所に 1981 年に建設された高度封じ込め施設

が厚生労働大臣によりBSL-4施設としての指定を

受けたことを報告した．G7 国の中でこれまで

BSL-4 施設（指定された）が稼働していなかった

のは日本のみであった． 

MERSの流行に適切に対応しきれていない問題

も議論された．特に MERS-CoV の所有権問題，

抗体陽性血清のサンプルシェアリングがうまくい

っていないという問題が確認された．MERS 流行

は，韓国で有効したように対策が求められる感染

症であり，適切に対応できるようにすることが

GHSAG-LN の活動における試金石になる可能性

があり，重要な課題の 1 つである．各国の政府と

して多剤耐性菌問題は克服すべき課題の 1 つであ

ることが確認された．  

地球温暖化も問題の 1 つとして，カナダのデン

グ熱，チクングニア熱，ジカウイルス感染症の流

行への対応について報告された．地球温暖化と異

常気象，節足動物関連感染症の流行地拡大問題等

の対応の重要性が確認された． 

GHSAG-LN の活動は，GHSI に報告され，各

国および G７+メキシコ，その他の国際的な機関の

公衆衛生対応に貢献することに繫がることが望ま

れる． 
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感染症に関する国際情報収集 

 

研究代表者 山内 和志 国立感染症研究所 企画調整主幹 

研究協力者 棚林 清 国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室長 

 

 

【感染症に関する国際情報収集の概要】 

用務内容：カナダ公衆衛生局国立微生物研究所な

らびに米国アレルギー感染症研究所ロッキーマウ

ンテンラボラトリーズ BSL４施設訪問 

訪問日：平成 28 年 1 月 4 日～1 月 10 日 

場所：ウィニペグ・カナダ／ハミルトン・米国 

情報収集の概要： 

Ⅰ．米国・カナダの BSL 4 施設訪問について 

国立感染症研究所（以下、感染研）の BSL 4 施

設としての指定を受け、これまで以上に安全管理

体制の強化が求められている。海外の同様施設に

おける運用の現状について調査を行うことで、適

切な安全管理体制の整備に資する基礎資料とする

とともに、施設周辺地域への対応等についても参

考にすることを目的として、以下の２施設の訪問

調査を実施した。 

1 月 5 日～6 日 National Microbiological 

Laboratory (NML), Canada 

1 月 7 日～ 8 日 NIH Rocky Mountain 

Laboratories (RML), USA 

 

Ⅱ．National Microbiological Laboratory, 

Canada 

１．BSL 4 施設について 

Manitoba 州の Winnipeg 市に Public 

Health Agency of Canada が 1999 年に設立

した Canadian Science Centre for Human 

and Animal Health の一角に存在。ラボの設

立運用の中心となったのは、現在 NIH-RML

のウイルス部長である Dr. Heinz Feldman で

ある。 

ラボは細胞系実験室、動物実験用の部屋、

及び大型オートクレーブ室がある。実験用霊

長類（サル）を用いた実験は最大 15 程度が可

能となっている。別棟にカナダ Food 

Inspection Agency の所管する大きな動物用

の施設も併設しているが、見学はできていな

い。 

ラボはスーツ式を採用している。見学時は

2 年に一度の総点検を実施されていた。ラボ

の上階は吸排気装置とフィルターユニットが

設置され、下階の実験室との位置関係が分か

るように床に区画を示す線が引いてある。ラ

ボの下階は排水処理タンク及び動物実験室か

らの廃棄物等の処理装置がある。 

ラボでは、エボラウイルス等の病原体の検

査や診断、治療等の開発研究を実施している。

実験用サルを用いた感染実験や ICU 診療の

シミュレーション実験等の特徴的な研究も行

われている。利用する研究者からラボ使用料

は徴収していないが、実験材料（動物等）に

よっては研究費でまかなわれることがある。 

 

２．施設の人員と人材育成について 

研究所全体でBSL 4を利用している研究者

はおおよそ 25 名程度で構成されている。入室

には教育・訓練プログラムの受講が必要であ

り、最後に口頭試問に合格しなければならな

い。プログラムの内容は、バイオセーフティ

に関する講義、スーツ着脱、オートクレーブ
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操作の実際まで、詳細に実施されており、一

問でも不正解であれば不合格としている。ま

た、これとは別に指導者と 40 回の入退室を経

験する必要があり、入室を認められるまでに

は、6 ヶ月から 2 年の期間がかかる。利用者

は年に一度は更新のためのプログラムの受講

が必要であり、3ヶ月入室がなかった場合は、

再入室のためのプログラム受講が必要となる。 

入室者の健康状態は毎年チェックされる。

ラボスーツ（陽圧服）を着用しての作業はス

ーツへの給排気音もあることから、通信装置

の使用のために聴覚検査は必須になっている。

また、入室する研究者の心理状態についても

質問がなされている。ラボへの入室は基本的

にはペアで行われるものの、研究所内に共同

研究者が待機している場合は、通信機を持っ

ての入室を認めている場合もある。 

 

３．バイオセーフティ・セキュリティ強化の取

り組み 

毎年施設としての認定（certification）が規

制当局である Public Health Canada により行

われる。また、機器等を含めた総合的な点検を

2 年に 1 回実施している。また、地元である

Winnipeg 市の警察・消防当局と連携し、火災

など様々な想定においての訓練を行っている。 

カナダ政府は病原体の検体等の管理及び輸

送を重視しており、病原体の管理についてはイ

ンボイス・システムを導入し、どこにどれだけ

検体があるのか追跡出来る体制になっている。

輸送についてはTransport Canadaの定めによ

り、輸送時の緊急時対応が可能となるよう研究

所職員が待機することが求められている。列車

事故による化学物質の流出が発生した 2013 年

以降、このような制度が整備された。 

NML から徒歩圏内には Health Science 

Centre の病院があり、万一感染者が発生した

場合でも、入院が可能となっている。病院は

Manitoba州立大学医学部の teaching hospital

となっている。また、ラボ職員は大学にクロ

ス・アポイントされており、学生の指導も行っ

ている。 

なお、研究所の入館時は荷物Ｘ線検査と身分

証のチェックが行われている。また、施設周囲

の敷地内に監視カメラが設置されている。 

 

４．施設周辺の環境について 

Canadian Science Centre for Human and 

Animal Health の建設は、1980 年代後半に

Winnipeg 市の再開発計画から始まった。政府

は地元住民の関心について調査を行い、最終

的に現在の工場跡地に建設された。建物の完

成後は見学会や説明会を積極的に開催し、住

民、マスコミ、他団体と対話を行った。 

1999 年に研究所運用を開始した後まもな

く、リスクは小さいと判断され住民に報告さ

れなかったインシデントについて、マスコミ

からの批判が殺到した。保健大臣が、ボラン

ティアとして参画する地域住民の代表者で構

成される Community Liaison Committee の

設立を宣言した。この Committee ではインシ

デントのリスクを研究所が評価し、報告する

ようにしており、研究所が安全性に関する住

民の不安や関心を聞く機会としている。会合

は年 4 回開催している。  

カナダ政府は数年に 1 回は住民に感染症に

関する意識調査を続けており、また再開発の

効果を経済的に検証する調査も行い、その分

析結果については市に報告している。 

 

５．その他 

NML はカナダのレファレンスラボと位置

づけられており、法的には検査業務が主体で

あるが、病原体や感染症に関する研究も行わ

れている。成果の応用を視野にいれた開発研

究は、国立研究所として体制的には難しく、
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むしろ大学等アカデミアの方が行いやすいな

ど、その時々で研究と検査業務のバランスは

変わることがあるが、現在は比較的研究が活

発に行われている状況である。 

NML 内には、大型液晶モニターと周囲壁面

に 10 面程度のモニターと通信設備を備えた

Emergency Operations Centre（EOC）が設

置されている。これらを通じて、各地方の研

究所、自治体政府機関、国際機関、各国保健

当局等と情報のやりとりが可能となっている。

NML 独自の EOC として運用しており、緊急

に対応が必要な事象が発生した場合、危機管

理担当者が所長に進言し EOC の activation

が行われる。国内の感染症危機管理はもとよ

り、海外のアウトブレイクへの派遣時のサポ

ートにも使用される。海外派遣の形態は、政

府、国際機関および独自の研究によるものが

ある。平常はスタッフ 4 名で、専属の担当官

と技術スタッフ（うち 1 名は 15 研究部長の交

代制）である。研究所内スタッフはオペレー

ション、ロジスティックス、情報分析等の分

野のチーム員が割り当てられており、緊急時

には動員され、交代で対応することになる。 

 

Ⅲ ． NIH Rocky Mountain Laboratories, 

Hamilton, Montana, USA 

１．ＢＳＬ４施設について 

当研究所は 1928 年に Rocky Mountain 

Fever を研究する目的で設立された。現在職

員は約 400 人（内研究者は約 300 人）となり、

エボラウイルスを含む特定病原体等に関する

研究を幅広く実施している。BSL 4 施設は広

大な敷地の中の独立した建物内に BSL2 のラ

ボと共にあり、2009 年より稼働している。設

立運用はカナダの NML から異動した Dr. 

Heinz Feldman が中心となって行った。 

当施設はカナダ NML 同様スーツ式のラボ

である。ラボは移動しながらの作業に必要な

広さが確保されており、細胞系実験用と動物

実験及び動物剖検用があり、全体を複数の区

画に分けて使用できる構造になっている。一

部を切り分けてＢＳＬ３病原体の取扱い実験

室として使用することも可能となっている。

入退室口も複数あり、それぞれにシャワー室

が設置されている。また、両端にはオートク

レーブ室を備えている。ラボの周囲はサポー

ト廊下で囲まれ、管理区域とされている部分

があり、他の区域と区分がされている。 

ラボは建物の 2 階にある。窓も大きく、建

物内のサポート廊下やBSL 2 実験室から内部

の状況を確認できる構造になっている。カナ

ダ NML と同様に上階は給排気装置及びフィ

ルターユニット、シャワー装置や薬液供給装

置などが設置されている。下階には排水処理

タンクが設置されている。また、研究所敷地

内には焼却装置があり、廃棄物はオートクレ

ーブ等の処理後に焼却されている。なお、ラ

ボの使用について研究者から使用料は徴収し

ていないが、実験動物などは研究費でまかな

われる場合もある。 

 

２．施設の人員と人材育成について 

施設は CDC の Select Agents Program に

より特定病原体を取り扱う施設として登録さ

れており、NIH 担当職員（3 名）が Biosafety 

Officer として常駐し、規制への遵守、書類の

管理、インシデントの報告を行う等の業務に

あたっている。 

Select Agents Program に基づき、BSL 4

を使用する研究者として 30名程度がRMLで

は認められている。入室には保健省と FBI に

よる犯罪歴等の審査もなされている。実験室

への入室にはバイオセーフティ職員等による

研修、テスト、必要に応じて獣医師による実

験動物の研修を受け、また指導者と 40 回の入

退室を経験する必要がある等、カナダと同様
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のシステムをとっている。3 ヶ月入室が無か

った場合には、再入室のためのプログラム受

講が必要となるのも同様である。 

また、RML 職員全体は Biological Surety 

Program の管理も受けることとなっている。

Select Agents Program はその一つの要素で

あるが、他に BSL 3 の研修、所内の産業保健

スタッフ（管理者と看護師 2 名）による健診、

心理行動調査が含まれている。研究者以外の

職員についても実験操作の関する部分を省く

形で実施される。承認を受けると 1 年ごとの

更新が必要となり、また健康状態や業務遂行

状況などに問題を指摘された場合に再評価を

求められる場合がある。 

なお、BSL 4 入室は基本ペアで実施するこ

ととされているが、共同実験者が研究所内に

待機している場合は、通信機を持っての入室

を認めている。ただし、動物実験の場合は認

められていない。 

 

３．バイオセーフティ強化の取り組み 

Select Agents Program では、バイオセー

フティ、セキュリティ、インシデント対応そ

れぞれに対して、行動計画の文書があること

が求められる。文書は毎年見直され、各々に

ついて訓練も実施されなければならない。

RML では地元の消防や警察当局とも連携し

て訓練を実施している。周辺地域においては、

森林火災が大きな関心事であるが、地震を含

む様々な想定で行われている。 

病原体を含む検体の管理は特に重視されて

いる。検体はすべてリスト化され、6 ヶ月毎

にすべて所在がチェックされる。所在不明で

あれば、即時当局からの捜査の対象となり、

罰則など科せられる場合がある。 

Select Agents Program の施設の登録は 3

年間有効だが、1 年ごとに CDC の監査を受け

ることが求められる。監査は書類の確認が主

であるが、登録の更新時は詳細な査察がある。 

RML のバイオセーフティ委員会は研究の

安全性、病原体の管理、研究計画の確認等に

ついて議論している。委員会には外部委員と

して、法律に基づき周辺住民からの代表がボ

ランティアとして委員をつとめている。会合

は月に一回開催されている。専門的な内容が

議論される会合だが、外部委員は概ね議事運

営には協力的で、他の委員や事務局が議事に

関する理解を深めるためのサポートを行って

いる。 

ラボ内で研究者が意識消失等で倒れた、あ

るいは病原体に直接接触した事故等が発生し

た場合などの対応については地元の救急サー

ビスと訓練を実施し、スーツを着用した研究

者を施設外に出し、救急スタッフに引き渡す

手順について確認を行っている。RML 内には

陰圧を確保した待機室が設置されており、ラ

ボから脱出した後、救急車が到着するまでの

間、一時的に収容することも可能となってい

る。近隣病院（自動車で 1 時間程度）とは協

定を結んでおり、特定病原体の感染症患者も

入院が可能となっている。スタッフとしてア

フリカでエボラ出血熱の診療を行うなど、特

定病原体の臨床に詳しい臨床家が雇用されて

いる。この病棟設備の整備に係る費用は NIH

が負担した。 

NIH は内部に警察組織を持っており、RML

では専属の連邦警察職員が常駐しており、委

託警備会社と共に施設の警備に当たっている。

研究所敷地へ入場時及び建物の入館時にはＸ

線荷物検査と身分証のチェックが行われる。

また、訪問者は、常時受入担当者の同行が徹

底されている。 

 

４．施設周辺の環境について 

RML の存在するハミルトンは人口 5000 人

程の町である。研究所の BSL 4 の設立の計画
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時から住民の反対があり、 Community 

Liaison Group を 2002 年に設立し、周辺住民

との協議を開始した。また、専属広報担当者

を雇用し周辺の住宅を直接訪ねて関心や不安

事について聞き取り調査を行った。 

BSL 4 の設立を巡って、一部住民とは訴訟

にまで発展したが、結局ラボの設置について

住民の要望を受け入れる形で NIH とは和解

した。具体的には、感染事故が発生した際の

対応として、安全に待機できる専用室、排気

処理装置を持つベッド、臨床対応が可能な病

院の確保等が、NIH が実施すべき事項として

合意文書に明記され、それが実際に履行され

た。 

Community Liaison Group は当初月に一

回程度開催されていたが、現在は年 2 回の頻

度となっている。ラボで実施される研究の内

容を紹介して、感染症の理解を深める取り組

みを主に行っている。また、積極的に研究所

の開放は行っており、現在までに 200 回以上

のラボツアーを実施している。RML 専用の問

い合わせメールアドレスを設置し、内容につ

いては確認し、回答するようにしている（現

在問い合わせは多くない）。 

マスコミの取材、住民の関心事や疑問点に

ついては、広報担当者が研究者にフィードバ

ックする会合を開催している。関心の度合い

は研究者によって様々であるが、多くの研究

者は真摯に取り組んでいる。一部研究者は周

辺の中学校で放課後に勉強を教える取り組み

を行っており、実際に生徒の成績が上がって

おり、好評である。また、最近地元出身の研

究者が RML に雇用された例もある。 

RML の設立時には周囲にほとんど建物が

なかったが、現在は所の周囲にフェンス設置

され、敷地のすぐそばにも家がある状況は、

国立感染症研究所とよく似ている。 

 

５．その他 

NIH 傘下の研究機関として、基礎からの研究開

発が業務の主体であり、疾病制御をミッションと

する米国 CDC や病原体検査が業務となっている

カナダ NML とは立場は違う。よって、NIH の資

金による研究については、研究成果を明確に説明

することが求められ、RML のラボ機能についても、

感染症の検査、治療、予防法の開発のミッション

に明確に関連付けて説明されていた。BSL 4 施設

については安全性のみならず、その意義について、

わかりやすい説明を地域住民に対しても心がけて

いる。 

RML はエボラ出血熱のアウトブレイク対応の

ため、アフリカへ職員を派遣し、診断検査等の支

援をおこなっている。また、ウイルス社会学のよ

うな違った側面からの研究もコンゴ民主共和国を

拠点に実施している等、実施される研究の内容は

幅広い。 
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感染症に関する国際情報収集 

 

研究代表者 山内 和志 国立感染症研究所 企画調整主幹 

 

 

【感染症に関する国際情報収集の概要】 

用務内容：台湾 CDC 訪問 

訪問日：平成 28 年 2 月 1 日～4 日 

場所：Taiwan Center of Diseases Control（台湾・

台北） 

情報収集の概要： 

１．背景 

台湾 CDC（以下、TCDC）と感染研は毎年合同

シンポジウムを開催し、共同で実施している研究

や最新の疫学情報等について情報共有を行ってい

る。2015 年 9 月 10-11 日に東京で第十二回日本-

台湾シンポジウムが開催、Chou センター長補佐

も来日し、活発な意見交換がされた。 

TCDC は 1999 年にして発足した。業務の対象

範囲は感染性疾患のみであり、米国のそれとは異

にしている。TCDC のミッションは政策、戦略等

の作成、国際空港・港湾の検疫も含まれており、

日本の感染研とは違って、より行政に近い業務を

実施している。TCDC は 6 課、5 室、2 つのセン

ター及び 6 つの地域支所などより構成される。 

 

２．目的 

TCDC における感染症危機管理対応について現

地に赴き調査することで、視察及び担当職員と意

見交換を行う等の情報収集を行い、日本における

同事態における対応について考察し、今後の研究

の企画等につなげることを目的としてTCDCを訪

問した。 

 

３．概要 

 平成 28 年 2 月 2 日～3 日にかけて感染症疫学セ

ンター神谷室長、FETP の石金医師、山内が台北

市の TCDC を訪問した。以下の 4 つのテーマで

各々の発表後に意見交換が進められた。 

 

１）台湾のデング熱への対策について 

 この 2 年間台湾ではデング熱の大流行が発生し

ている。台湾は他の東南アジア諸国とは違い、高

齢者の感染者が多くなっていることが特徴的であ

る。女性のほうが男性より多いが、その理由は分

かっていない。また、特に糖尿病や腎疾患を罹患

している高齢者においてデング熱は重傷化しやす

く、死亡率は高いというデータが示された。 

WHO の治療ガイドラインは高齢の感染者を念

頭に置いたものとはなっておらず、このような新

たな知見を投入したいとのことであった。現在は

今冬の例外的な寒さとコミュニティーを巻き込ん

だ蚊対策によって流行はおさまっており、今後の

動向を注視している。 

 

２）台湾 FETP について 

台湾では FETP の歴史は古く、感染症対策の最

前線に立つ人材を育成するため、実地疫学に関し

て on the job トレーニングを行うプログラムを

1984 年から開始している。日本の FETP-J との大

きな違いは、研修生が TCDC 職員として雇用され

ていることである。 

TCDC では２～4 人の研修生と 4 人のスタッフ

でプログラムは運営されている。活動は年間

14,000 米ドルの予算の他、少額の研究費で賄って

いる。研修内容の中では、コミュニケーション能

力の育成に大きな特色があり、研修生は政策担当
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者への説明、マスコミ向けの発表や質疑について

も実践的な取り組むプログラムとなっている。 

 

３）National Health Command Center について 

National Health Command Center （国家衛生

指揮中心）は、TCDC の中にバイオテロや災害を

含む感染症に関する緊急事態に対応する政府司令

室として、SARS アウトブレイクの後に設立され

た。  

訪問時は司令室としてオペレーションされてい

なかったが、平時でも毎朝 TCDC のセンター長を

元に司令室で会議が行われているとのことであっ

た。大きな会議室の広さがあり、すべてのデスク

が前方に向いてに配置され、前壁面は大きな液晶

スクリーン、横の壁には複数の液晶パネルが設置

されている。各々のパネルには特定の感染症に関

する統計データが表示されており、タッチ操作で

現況の集計を表示させることができる。 

感染症のサーベイランスデータは病院、学校、

高齢者施設など、様々なルートからの TCDC に集

約しているが、国民一人一人の番号が付与されて

いることから、データを統合するのは容易である

とのことであった。また、地理データとのリンク

により、画面で必要な区画を地図で表示すること

も可能であった。 

テレビ放送、インターネット等からの情報をモ

ニターするための別の部屋があり、職員 2 名が交

代で監視に当たっている。毎日レポートを作成し

ており、情報についてメールなどで周知を行って

いる。緊急事態時には 24 時間対応はとっていると

のこと。 

設備の運営に携わるスタッフは疫学情報分析を

行う者を含めて 10～20 人程度である。緊急時に

は surge capacity として TCDC の職員や、その事

態に応じて他機関の職員も交代でセンターに勤務

する。どのようにセンターをオペレーションして

いくかの手順書が整備されている。 

 

４．今後の研究協力について 

今後の研究等の共同の取り組みについて意見交

換を行い、双方における実地疫学の活動に関する

事例研究について情報共有を図ることが提案され、

双方で今後検討されることとなった。 

 


